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申
告
準
備
は
お
早
め
に
！
　市
県
民
税
の
申
告

　　　　　　　　　　　　
申
告
期
間
　２
月
１
日
㈮
～
３
月
15
日
㈮
　　【
確
定
申
告
は
２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮
※

】

◎
所
得
の
計
算
に
必
要
な
も
の

・�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者
源

泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
書
な
ど

・�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得
者

売
上
経
費
月
別
明
細
表
、
収
入
・

必
要
経
費
が
分
か
る
帳
簿
や
書

類
な
ど

◎
所
得
控
除
に
必
要
な
も
の

・�

平
成
30
年
中
に
支
払
っ
た
国

民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康
保

険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
な
ど
の
証
明
書

・�

平
成
30
年
12
月
31
日
以
前
に
交

付
を
受
け
た
障
害
者
手
帳

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

・
寄
附
金
受
領
証
明
書
な
ど

■
申
告
の
受
付
日
時
・
場
所

市
役
所
で
の
申
告
　
９
時
～
16
時

出
張
申
告
　
９
時
～
15
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

※�

期
間
中
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
窓
口

が
混
み
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
申
告
す
る
所
得
の
対
象
期
間

平
成
30
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日

■
申
告
が
必
要
な
人

　
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
別

府
市
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

①�

収
入
が
な
か
っ
た
人
（
学
生
、

休
職
中
、預
貯
金
で
生
活
な
ど
）

※�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
親
族
の
扶
養

控
除
の
対
象
で
あ
れ
ば
申
告
不
要
。

②�

非
課
税
収
入
（
雇
用
保
険
、
児

童
扶
養
手
当
、
労
災
保
険
、
老

齢
福
祉
年
金
）
が
あ
っ
た
人

③�

初
め
て
非
課
税
収
入
（
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
）
を
申
告
す
る
人

④�

給
与
、
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
人
や
そ
の
他

20
万
円
以
下
の
所
得
が
あ
る
人

※�

公
的
年
金
等
の
収
入
が
400
万
円

以
下
で
公
的
年
金
等
以
外
の
所

得
が
20
万
円
以
下
の
場
合
、
所

得
税
の
申
告
は
不
要
で
す
が
、

各
種
控
除
を
追
加
申
告
す
る
場
合

は
市
県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

⑤�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者
で
、

こ
れ
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た
人

⑥�

給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
市
に
提
出
さ
れ
て

い
な
い
人

⑦�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当
、

雑
（
公
的
年
金
等
以
外
）、�
一
時

な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

※�

確
定
申
告
（
所
得
税
）
を
す
る
人
は
、

市
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
確
定
申
告
し

た
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
の
申

告
不
要
制
度
を
選
択
す
る
場
合
は
、

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

■
申
告
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

◎
印
鑑

◎ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
「
通
知
カ
ー
ド
」
と
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）

申
告
の
受
付
場
所

期　間

２月１日（金）～ 15 日（金）

２月 18 日（月）～３月 15 日（金）

２月５日（火）、６日（水）

２月７日（木）、８日（金）

２月 13 日（水）

２月 14 日（木）

場　所

市民税課33番窓口（グランドフロア）

レセプションホール（１階）

朝日大平山地区公民館

北部コミュニティセンターあすなろ館

サザンクロス

南部地区公民館

市
役
所

出
張
申
告

※ 

確
定
申
告
Ａ
様
式
の
受
付
を
市
役
所
で
行

う
期
間
で
す
。
確
定
申
告
Ｂ
様
式
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
初
年
度
の
人
は
税
務
署
で
の

申
告
と
な
り
ま
す
。

平成 31 年度の主な税制改正

配偶者控除及び

配偶者特別控除の見直し

�◎配偶者控除

　配偶者（合計所得金額が 38

万円以下）を扶養している納

税義務者の合計所得金額が 900

万円超～ 1,000 万円以下の場合、

控除額が段階的になり、1,000

万円を超えると控除はありま

せん。

◎配偶者特別控除

　配偶者の合計所得金額が 38

万円超～ 123 万円の場合は控

除対象になります。また、配

偶者を扶養している納税義務

者の合計所得金額により、控

除額が段階的になります。

　
申
告
は
、
市
県
民
税
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
、
公
営
住
宅
の
家
賃
、
認
可
保
育
園
の
保
育
料
な
ど
を
算
定
す
る
基
礎
と
な
る
ほ
か
、
所
得
証

明
書
な
ど
を
発
行
す
る
際
の
資
料
と
な
る
大
切
な
手
続
き
で
す
。
必
要
書
類
を
ご
準
備
い
た
だ
き
、

期
間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　

問
　

市
民
税
課
　
普
通
徴
収
係
　
☎

（21）
１
１
１
９

■
事
業
主
の
方
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は
、

１
月
31
日
㈭
ま
で
に（
締
切
厳
守
）

　
平
成
30
年
中
に
給
与
、
賃
金
、
賞

与
な
ど
の
支
払
い
を
し
た
人
の
中
で
、

平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
別
府
市

に
住
所
を
有
し
て
い
る
人
の
給
与
支

払
報
告
書
を
２
部
作
成
し
、
１
月
31

日
㈭
ま
で
に
市
民
税
課
特
別
徴
収
係

34
番
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

給
与
支
払
報
告
書
等
に
は
法
人

番
号
や
個
人
番
号
の
記
載
が
必

要
で
す
。
記
載
漏
れ
の
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

※
提
出
時
必
要
な
総
括
表
な
ど
は

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問

　
市
民
税
課
特
別
徴
収
係

　
　
☎
（21）
１
１
１
９
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　市役所だより

市役所だよりに掲載の講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料

納
付
証
明
書
の
送
付

　
平
成
30
年
中
に
納
め
た
国
民
健

康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
介
護
保
険
料
の
納
付
証
明

書
を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
納
付
証
明
書
は
、
平
成
30
年
分

確
定
申
告
と
、
平
成
31
年
度
市
申

告
の
際
に
社
会
保
険
料
控
除
（
納

め
た
全
額
が
対
象
）
を
受
け
る
た

め
に
必
要
で
す
。
こ
の
納
付
証
明

書
は
、
普
通
徴
収
で
納
め
た
分
の

み
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
特
別
徴

収
（
年
金
か
ら
の
引
落
し
）
で
納

め
た
分
の
納
付
証
明
書
は
、
年
金

支
払
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴

収
票
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分
は
、
年
金

支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収
票
が
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
。
納
付
証
明
書
が
必

要
な
人
は
、
各
担
当
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
■
国
民
健
康
保
険
税
・

　
　
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
　
保
険
年
金
課

　
　
　
☎
（21）
１
１
４
８

　
　
■
介
護
保
険
料

　
　
　
高
齢
者
福
祉
課

　
　
　
☎
（21）
１
４
６
３

問 合 先

悪質な請求に注意！
　消費生活センターには、「初回割引価格で購入した商品

が定期購入の契約になっていて高額を請求された」、「は

がきや電子メールなどで、利用した覚えのない料金の請

求が届いた」などの相談が多く寄せられています。

　また、公的機関や有名企業に類似した名称をかたり「期

日までに返済がなければ法的措置をとる」などと書いて

いる場合もあります。

　あわてて業者に連絡せず、支払う必要があるか判断で

きない場合や不安なときは、すぐに消費生活センターに

相談してください。

相談日　毎週月～金曜日（祝日・年末年始は除く）

　　　　９時～ 16時 30 分

相談員　消費生活専門相談員

場所・問　別府市消費生活センター
　　　　　（市役所４階産業政策課内）

　　　　　☎２１－１８８１

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
夜
間
窓
口

　「
日
中
仕
事
な
ど
で
納
付
に
行
け

な
い
」、「
社
会
保
険
に
加
入
し
た

け
れ
ど
日
中
仕
事
で
脱
退
の
手
続

き
に
行
け
な
い
」
な
ど
で
お
困
り

の
方
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
保
険
税
・
保
険
料
の
納

付
や
納
付
相
談
、
加
入
や
脱
退
の

手
続
き
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
電

話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
　
１
月
10
日
㈭
、
22
日
㈫

　
　
　
17
時
30
分
～
20
時

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
証
の
発
送

■
「
退
職
」
か
ら
「
一
般
」
の
切
替

　
現
在
、
平
成
31
年
１
月
末
期
日

の
「
退
職
」
の
国
民
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
の
人
は
、
平
成
31
年
７

月
末
日
ま
で
の
「
一
般
」
の
保
険

証
を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

■
70
歳
に
な
る
人

　
国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70
歳

に
な
る
人
（
昭
和
24
年
１
月
２
日

～
昭
和
24
年
２
月
１
日
生
ま
れ
）

は
、
平
成
31
年
７
月
末
日
ま
で
の

高
齢
受
給
者
証
一
体
型
保
険
証
を

１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問

　
保
険
年
金
課
　
☎
（21）
１
１
４
８

別
府
年
金
事
務
所
　

か
ら
の
お
知
ら
せ

■
平
成
30
年
分
公
的
年
金
等
の

　
源
泉
徴
収
票

　
老
齢
・
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
全
員

に
、
平
成
30
年
２
月
支
払
分
か
ら

12
月
支
払
分
ま
で
（
平
成
31
年
１

月
に
支
払
い
が
あ
る
人
は
そ
の
月

の
支
払
分
ま
で
）
の
金
額
を
記
載

し
た
源
泉
徴
収
票
を
１
月
中
旬
よ

り
順
次
発
送
し
ま
す
。
確
定
申
告

に
必
要
な
書
類
で
す
の
で
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
関
し
て

は
非
課
税
所
得
で
あ
る
た
め
、
源

泉
徴
収
票
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

問

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

　
別
府
年
金
事
務
所
　
☎
（22）
５
１
１
１

■
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
20
歳
に
な
る
と
加

入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
対
象
の

人
に
は
日
本
年
金
機
構
ま
た
は
別

府
年
金
事
務
所
よ
り
「
国
民
年
金
被

保
険
者
関
係
届
書
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
封

し
て
い
る
返
信
用
封
筒
で
返
信
し

て
く
だ
さ
い
。（
現
在
す
で
に
厚
生

年
金
ま
た
は
共
済
年
金
の
被
保
険

者
の
人
は
手
続
不
要
で
す
）。

　
な
お
、
加
入
と
同
時
に
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
義
務
が
生
じ
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
１
か
月
分
保
険
料

は
、
１
万
６
千
340
円
で
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
な
と
き
は
、
前
年
の

所
得
が
一
定
の
額
を
超
え
な
い
場

合
は
、
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制

度
（
学
生
は
納
付
特
例
制
度
が
優

先
）
が
申
請
に
よ
り
適
用
さ
れ
ま
す

の
で
、
同
封
し
て
い
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
返
信
し
て
く

だ
さ
い
。

問

　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

　
別
府
年
金
事
務
所
　
☎
（22）
５
１
１
１

多
重
債
務
者

　 

相
談
会（
要
申
込
）

　
弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の
相

談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困
り
の

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
１
月
10
日
㈭
、
24
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所
　
市
役
所
内
会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
に
電
話
で
、
左

　
記
の
申
込
先
へ
予
約
し
て
く
だ

　
さ
い
。

定
員
　
各
６
人（
先
着
順
）

申

問

　
産
業
政
策
課
　

　
　
　
☎
（21）
１
１
３
２
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市役所だより

　　　　小学校・中学校
　　　　新入学のご案内

入学対象

新小学１年生　

　平成 24年４月２日～平成 25年４月１日生まれ

新中学１年生　
　平成 18年４月２日～平成 19年４月１日生まれ

※いずれも別府市に住民登録をしている子ども。

受付場所　入学通知書で指定した学校

※対象者あてに入学通知書を１月中に郵送します。

　通知書が届かない場合は下記までお問い合わせを。

受付日　入学式の日

※�入学式までに住所などに異動があった場合は、

　市民課で住民異動届の写しを受け取り、入学

　通知書と一緒に下記までお持ちください。

問　学校教育課（市役所５階）　☎２１－１５７４

　　　　　　入園手続きは
　　　　　　お済みですか

入園対象
　平成 25年４月２日～平成 26年４月１日

　�（東山幼稚園は平成 25 年４月２日～平成 28 年４

月１日）までに生まれ、別府市に住民登録してい

る幼児

申・問　各校区の小学校に併設された幼稚園

　　　　（印鑑をお持ちください）

別府
市立

市立幼稚園

　
事
業
用
資
産
の
所
有
者
は
、
資

産
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

申
告
受
付
時
に
番
号
確
認
の
た
め

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
、

通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類
の

提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※�

申
告
期
限
前
は
窓
口
が
混
雑
し

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問

　
資
産
税
課
家
屋
償
却
係

　
　
　
　
　
☎
（21）
１
１
２
０

　
工
場
や
商
店
を
営
ん
で
い
た
り
、

駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
の
経
営
な
ど

の
事
業
を
さ
れ
て
い
る
方
が
、
事

業
の
た
め
に
使
っ
て
い
る
土
地
・

家
屋
以
外
の
資
産
は
、「
償
却
資

産
」
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
原
則
、
耐
用
年
数
が
１
年
以
上

で
、
取
得
価
額
が
10
万
円
以
上
。

た
だ
し
、
個
別
に
償
却
し
て
い
る

も
の
や
少
額
資
産
の
特
例
適
用
を

受
け
た
資
産
は
金
額
に
か
か
わ
ら

ず
対
象
）

償
却
資
産
の
申
告
期
限
は
１
月
31
日
㈭

構
築
物

広
告
塔
・
門
・
駐
車
場
や
緑
化
施
設
等
の
外
構
工
事
・

屋
外
給
排
水
な
ど

機
械
・
装
置

電
気
機
械
・
印
刷
機
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
設
備
・

発
電
シ
ス
テ
ム
な
ど

船
舶

は
し
け
・
漁
船
・
遊
漁
船
な
ど

車
両
・

運
搬
具

大
型
特
殊
自
動
車

※
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
も
の
は

　
除
く
。

工
具
・
器
具
・

備
品

医
療
器
具
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
事
務
機
・

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
・
冷
蔵
庫
・
テ
レ
ビ
・

カ
ラ
オ
ケ
機
器
な
ど

申
告
期
限
　
１
月
31
日
㈭

※
電
子
申
告
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
市
報
12
月
号
10
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

児
童
募
集

　
平
成
31
年
４
月
か
ら
、
次
の
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
が
新
規
開
設
予
定
で
す
。

児 

童
ク
ラ
ブ
名
　
光
町
に
じ
児
童

　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ブ

学
校
区
　
山
の
手
校
区（
南
校
区
可
）

※
そ
の
他
校
区
要
相
談
。
送
迎
対
応
あ
り
。

場 

所
・
電
話
番
号
　
さ
さ
え
あ
い

交
流
セ
ン
タ
ー
に
じ
内
（
光
町

15
番
15
号
）　
☎
（23）
３
８
０
１

保
育
最
終
時
間
　
18
時
30
分

募
集
期
間
　
１
月
15
日
㈫
～
３
月
中
旬

※
定
員
に
達
し
次
第
受
付
終
了
予
定
。

※�

申
込
み
に
関
す
る
こ
と
な
ど
詳

細
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

　
子
育
て
支
援
課

　
　
☎
（21）
１
４
２
７

大
分
県
市
町
村
合
同

公
売
会

　
市
税
、
県
税
は
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
環
境
づ
く
り
の
た
め

の
重
要
な
財
源
で
す
。
こ
の
財
源
確

保
の
た
め
、
県
と
市
町
村
が
合
同
で
、

滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
動

産
の
公
売
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
　
１
月
27
日
㈰
　
９
時
30
分
開
場

　
第
１
回
入
札
　
10
時
30
分
～

場
所
　
別
府
市
民
体
育
館
（
野
口
原
）

※
上
履
き
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

公 

売
物
品
　
陶
器
、
美
術
品
、
電

化
製
品
、
宝
飾
品
、
家
具
な
ど

※�

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

公
売
方
式
　
入
札
形
式

※�

落
札
物
品
は
全
て
現
状
引
渡
し

で
、
保
証
、
苦
情
は
お
受
け
し

ま
せ
ん
。

※
未
成
年
の
方
は
入
札
出
来
ま
せ
ん
。

※�

印
鑑
及
び
本
人
が
確
認
で
き
る

も
の
（
免
許
証
、保
険
証
な
ど
）

が
必
要
で
す
。

問

　
債
権
管
理
課
　
☎
(21)
１
１
１
１

　（
内
線
７
７
５
２
・
７
７
５
３
）
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募 集

職種 保育士 短時間勤務保育士 児童厚生員
ファミリー・サポート・
センターアドバイザー

職場
市立保育所、

子育て支援センター
市立保育所 市立児童館

ファミリー・サポート・
センター

（ほっぺパーク内）

業務内容

保育所での保育業務または子
育て支援センターでの子育て
支援業務（相談業務や親子を

対象としたイベントなど）

保育所での保育業務
児童館での児童への
遊びや生活の指導、

見守りなど

ファミリー・サポート・
センターでのおねがい会
員とまかせて会員のマッ
チング、会員の募集など

勤務時間
など

１日 7 時間 45 分勤務
（月 16 日勤務）

１日５時間 45 分勤務
（月 21 日程度勤務）

１日５時間 45 分勤務
（月 21 日程度勤務）

１日 7 時間 45 分勤務
（月 16 日勤務）

※休日については、保育所は日曜日・祝日・年末年始、保育所以外の施設は市ホームページでご確認ください。

報酬など
月額 17 万円 月額 16 万円

社会保険適用・雇用保険適用・労災保険適用・通勤報酬あり（条件有）・年次有給休暇あり

任用期間
2019 年４月１日～ 2020 年３月 31 日　※更新はありません。

※ 法の改正により、2020 年３月 31 日で非常勤職員制度は廃止され、2020 年４月１日から「会計年度任用職員制

度」が始まります。来年度以降は会計年度任用職員の採用試験を実施します。

応募資格
保育士資格取得者

（2019 年３月末までの
取得見込み含む）

保育士資格取得者
（2019 年３月末までの

取得見込み含む）

※２歳以下の子どもを
育児中の人に限る

児童厚生員、保育士
資格、教諭免許の
いずれかの取得者

（2019 年３月末までの
取得見込み含む）

保育士資格、教諭免許
のいずれかの取得者

（2019 年３月末までの
取得見込み含む）

採用予定
人数

25 人程度 ２人程度 ４人 １人

選考方法 書類審査及び面接

選考日 ２月 11 日（月・祝）または２月 17 日（日） ２月 15 日（金）

申込方法 履歴書（写真付）、資格証の写しを下記へ提出　※ 郵送不可

申込期限 １月 31 日（木）

申込・
問合先

子育て支援課　☎２１－１４２７

保育士の就労支援のお知らせ　問　子育て支援課　☎２１－１４２７

　未就学のお子様がいる人で、市内の認可保育所で就労していただける場合には、優先的に保育所に入所できるよ
う調整します。ただし、お子様の年齢や特定の保育所への入所を希望する場合など、条件によっては調整ができず
入所できない場合があります。あらかじめご了承ください。

保育士修学資金貸付などのお知らせ　問　大分県社会福祉協議会　☎０９７－５１５－７７７１

■ 大分県では、大分県内で保育業務に従事する質の高い保育士の養成と確保を図るため、指定保育士養成施設に在
学し、保育士資格の取得を目指す学生を対象に修学資金の貸付を実施しています。一定の要件を満たした場合、
貸付金の全額が返還免除になります。

■ 大分県では、保育士の資格を持ちながら現在保育士として働いていない方へ、再就職の準備金の貸付を実施して
います。一定の要件を満たした場合、貸付金の全額が返還免除になります。

非常勤職員「保育士・児童厚生員など」
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2019 年度 別府市入札参加資格申請の受付

　2019 年度に別府市が発注する工事・物品購入・施設管理などの入札参加業者の資格審査申請の受付

を行います。

受付期間　２月１日（金）～ 28 日（木）※郵送は２月 28 日（木）必着  　　　　

※いずれの申請も、提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合は市役所の宿直へ提出してください。

工事・コンサルタント 物品など 施設管理業務など

（１）建設業者

（２）建設コンサルタント等業者

物品の買入れ、製造
請負（工事請負以外）、
リース・レンタル、そ
の他サービスなど
※ �2018（平成 30）年度に
申請していない業者

設備運転、ビル清掃、
警備、貯水槽清掃、
消防設備保守、
害虫などの駆除、
空気環境測定、
一般廃棄物処理など

（１）建設業者
　2019 年５月下旬～ 2020 年３月 31 日（約１年間）
　※ �2018（平成 30）年度に登録済の建設業者は、資格有効期
間が 2020 年３月 31 日までのため、業種の追加等がな
ければ申請をする必要はありませんが、市内に事業所の
ある建設業者は市税納税証明等を提出する必要がありま
すので、ご注意ください。

（２）建設コンサルタント等業者
　2019 年５月下旬～ 2021 年３月 31 日（約２年間）

2019 年４月１日～ 2020 年３月 31 日（１年間）
※ �2018（平成 30）年度に登録済の業者は、資格有効期
間が 2020 年３月 31 日までのため、今回の申請は
不要です。

共通
①�大分県が今年度に行う競争入札参加資格審査の申請
を行っていること、または、申請日の属する年度に
おける大分県の競争入札参加資格を有していること。
②市税を完納していること。
③その他指定する資格要件を満たしていること。
（１）建設業者
　①�建設業法の規定により 2019 年２月１日現在において、国

土交通大臣または各都道府県知事の許可を受けている者。
　② �2017（平成 29）年 10 月１日から 2018（平成 30）年９月 30

日までの間を審査基準日とする総合評定値通知を国土交通
大臣または各都道府県知事から受けている者。

（２）建設コンサルタント等業者
　①申請日現在において、営業を開始している者。

①法令上、許可などを必要とする業種の場合は、
それらの許可などを得た者であること。

②店舗または事業所を有し、2019 年１月１日
現在、同一業種で引き続き２年以上健全な経
営を継続していること。

③市税および消費税を
　完納していること。

④その他指定する資格
　要件を満たしていること。

競争入札参加資格審査申請書など
　

契約検査課建設管理係　☎２１－１２６４

競争入札（見積）
参加資格申請書など

競争入札参加資格審
査申請書、経営事項
審査表、技術者名簿
など

※郵送で提出の場合は、返信用封筒（長３・宛先記入・82 円切手貼付）を同封してください。

諸用紙は各担当課窓口のほかに市ホームページでダウンロードもできます。（http://www.city.beppu.oita.jp/）
トップページ→「産業」→「入札・契約」→「競争入札参加資格（業者登録）」→各項目

期間後は原則として
受付はできません。

契約検査課用度係
☎２１－１２６５

総務課管財係
☎２１－１１１８

資
格
有
効
期
間

業
　
種

申
　
請
　
条
　
件

提
出
書
類
・
提
出
先
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その他の入札参加資格申請の受付

　「水道局が発注する下記の物品購入・業務委託」、「広域圏事務組合」には別府市とは別途に申請が必要です。

提出期間　２月１日（金）～ 28 日（木）※郵送は２月 28 日（木）必着

※提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合は水道局は水道局の宿直へ、広域圏事務組合は市役所の宿直へ。

水道局
別杵速見地域広域市町村圏事務組合

業務委託 物品など

水道料金等徴収業務（水
道メーター検針、料金収
納など）、漏水調査業務、
水道施設維持管理業務、
その他水道事業に関連す
る業務（水道配水池清掃
業務など）

水道局が発注する下記の
物品購入など
分類　上水道用材
内容　水道メーター、弁栓類、
　漏水防止機器、ろ過材料、
　その他水道用機械器具

物品、施設管理、建設工事、
コンサルタント
申請条件　

　別府市の入札参加申請条件
　に準じる

2019 年４月１日～ 2021 年３月 31 日（２年間）

コンサルタントのみ
　2019 年４月１日～ 2021 年３月 31 日（２年間）
※�コンサルタント以外は
　�2019 年４月１日～ 2020 年３月 31 日（１年間）
2018（平成 30）年度に登録済の業者は今回の申
請は不要です。

提出書類及び提出方法などの詳細については、１月４日（金）から
各々の窓口や下記の公式ホームページでダウンロードできます。�

水道局管理課契約資産係（水道局２階）

☎２３－３１０８

　  http : / /www.city .beppu.oita . jp/suido/

期間後は原則として
受付はできません。

資
格
有
効
期
間

業
　
種

提
出
書
類
・
提
出
先

別杵速見地域広域市町村圏事務組合
（別府市役所４階）
☎２１－１１２６
　  http : / /www.bekkihayami-oita . jp/HP      HP      

募集対象　2019 年４月１日時点で年齢 39歳以下で、下記①～③のいずれかに該当する人

　　　　　　① 2019 年３月に大学・短期大学・専門学校卒業見込みの人

　　　　　　②離転職者または一般求職者（教育機関在学中の人を含む）

　　　　　　③ 2019 年３月に県内の高等学校卒業見込みの人

訓練期間　2019 年４月９日（火）～ 2021 年３月中旬（２年間）　

訓練時間　８時 30分～ 16 時（土・日曜日、祝日及び長期休校日を除く）

必要経費　約５万円（教科書・実習服などの実費）　※授業料は無料。

募集期限　１月 31日（木）（消印有効）　　入校選考日　２月 17日（日）

選考方法　適性検査・学科試験・面接試験　　定員　12人

応募方法　①②の人は、入校願書を公共職業安定所で入手し、下記へ提出。

　　　　　③の人は高等学校の進路担当の先生に相談し、入校願書と調査書を下記へ提出。

申 ・問　  �〒８７４－０８３６　別府市東荘園３丁目３組

　　　　　大分県立竹工芸訓練センター　☎２３－３６０９

2019 年 度  竹 工 芸 科 入 校 生
大分県立竹工芸訓練センター

募 集

©Team Beppyon
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円
以
下

※�

条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

　
緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に
加

え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥
入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上
で

　
あ
る
こ
と

⑦
身
体
障
害
者
手
帳

　（
１
級
～
４
級
）を
持
っ
て
い
る

⑧
精
神
障
が
い
者
（
精
神
障
害
者
保

　
健
福
祉
手
帳
１
級
～
３
級
程
度
）

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

※�

西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族
）

に
つ
い
て
は
、
入
居
世
帯
の
人

数
が
６
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

住宅名 募集
戸数 棟 階数 入居基準

朝見再開発
１ Ａ １

単身者１ Ｂ １

光の園

１ Ｇ ４

１ Ｉ ４

単身者・

家族

１ Ｌ ４

鶴見
１ Ｅ ４

１ Ｈ ５

青山 １ Ｃ ３

家族

竹の内

１ Ｂ １

１ Ｅ １

１ Ｆ １

１ Ｇ １

１ Ｈ ３

向原 １ Ａ ４

宮園
１

Ａ
３

１ ４

上野口 １ Ａ ５

北中 １ Ａ ５

古賀口 １ Ｃ １

新別府
１

Ａ
１

１ ２

小倉 １ Ｂ ２

西別府

１ Ａ ２

１ Ｃ ２

１ Ｂ ６ ※多家族

　市営住宅の申し込みには、来た人の本人

確認と、申込者（入居者全員分）のマイナ

ンバーの提示が必要です。「通知カード」か

「マイナンバーカード」と身分証を忘れずに

お持ちください。

ま
た
、
入
居
期
間
を
５
年
と

し
、
以
降
毎
年
度
見
直
し
を
し

ま
す
。

申
込
方
法

　
必
要
書
類（
要
印
鑑
）
を
添
え
、

　
期
限
内
に
申
込
み
を
行
っ
て
く

　
だ
さ
い
。

※
入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類
が

　
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①
婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

　（
夫
婦
別
居
中
、
単
身
赴
任
等
）

　
で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選
後
、

　
指
定
の
入
居
日
か
ら
３
か
月
以

　
内
に
入
籍
予
定
の
場
合
は
申
込

◆
一
般
公
営
住
宅
（
25
戸
）

申
込
資
格
　
次
の
条
件
を
全
て
満��

　
　
　
　
　
た
し
て
い
る
こ
と
。

①
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公
営

　
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家
が
あ

　
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④
入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団
員

　
で
な
い

⑤
世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て
控

　
除
後
の
月
額
所
得
が
15
万
８
千

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

　
申

問

　
別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
☎
（21）
２
２
０
０

申
込
期
間
　

　
１
月
４
日
㈮
～
11
日
㈮

抽
選
日
　
１
月
19
日
㈯

　
み
が
で
き
ま
す
。

②
当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審
査

　
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申
込
資

　
格
に
合
致
し
な
い
場
合
は
、
入

　
居
で
き
ま
せ
ん
。

③
市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

　
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

　
当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

④
市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内
で

　
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち
込
み

　
は
禁
止
で
す
。

空
家
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９
（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　（w
w
w
.o
ita-jk

k
.jp

）

　「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口
　
間
取
り
の
み

空
き
家
相
談
会
（
予
約
制
）

　
空
き
家
の
管
理
や
利
活
用
、
解

体
な
ど
の
悩
み
を
一
緒
に
解
決
し

ま
せ
ん
か
。

日
時
　
１
月
18
日
㈮

　
　
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

対
象
　
空
き
家
所
有
者

場 

所
　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

相
談
員
　
土
地
家
屋
調
査
士
、

　
宅
地
建
物
取
引
士
、
行
政
書
士

※�

予
約
は
左
記
窓
口
、電
話
、メ
ー

ル
で
受
け
付
け
ま
す
。

申

問

　
建
築
指
導
課

　
☎
（21）
１
１
１
４

　
�b

u
g
-co
@
city
.b
ep
p
u
.lg
.jp

別
府
県
税
事
務
所
の

業
務
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
31
年
４
月
か
ら
、
現
在
、

別
府
県
税
事
務
所
が
行
っ
て
い
る

「
法
人
二
税
及
び
利
子
割
」
に
関

す
る
課
税
業
務
が
、
大
分
県
税
事

務
所
に
移
管
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
書
な
ど
の
提
出
先
が
大
分

県
税
事
務
所
と
な
り
ま
す
が
、
提

出
が
困
難
な
場
合
は
各
県
税
事
務

所
で
も
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

問

　
別
府
県
税
事
務
所�

☎
（67）
８
２
１
１

　
大
分
県
税
務
課

　
☎
０
９
７（
５
０
６
）２
３
８
２
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わたしたちのねがい

女性と人権

～男女共同参画社会の実現のために～

　男女平等の理念は日本国憲法に明記されており、男女雇用機
会均等法などによって男女平等の原則が確立されているにもか
かわらず、いまだに「女だから・女なのに」といった性別役割
意識や女性を軽視する風潮が根強く残っており、雇用や昇進な
どにおいて平等に扱われないといった男女差別があります。他
にも、性犯罪などの女性に対する暴力、夫・パートナーからの
暴力（ドメスティックバイオレンス（DV））、ストーカー、職場
や学校で起こるセクシュアルハラスメントの問題も重大です。
　ＤＶは主に夫や恋人など親しい関係にある人から受ける暴力
という意味で使われています。「身体的暴力」「精神的暴力」「経
済的暴力」「性的暴力」などがあり、近年は女性に対する深刻
な人権侵害として認識されるようになり、さまざまな取組がな
されています。セクシュアルハラスメント（セクハラ）は国際
的にも大きく取り上げられ周知されています。様々な防止策が
講じられていますが、まだまだ根絶にはいたっていません。
　また最近では、働く女性が妊娠や出産を理由に解雇や雇い止
めをされるなどの不利益な扱いや、職場で精神的・身体的な嫌
がらせを受けるマタニティハラスメントが問題となっていま
す。女性が安心して妊娠・出産し、パートナーとともに健やか
な子育てができるよう、周囲の理解や温かい応援の気持ちが大
切です。さて、性的少数者（ＬＧＢＴなど）が認識されるよう
になってから、男女共同参画社会のとらえ方も多様な性の共同
参画として見直されるようになってきています。どのような性
であっても、社会参加や自己実現の機会が保障される社会を共
に築いていきましょう。
１月の無料人権相談　お気軽にご相談ください。
　日時　９日（水）10 時～ 15 時
　場所　市役所４階　４Ｆ－２会議室（予約優先）
�問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

ご
み
収
集
に
つ
い
て

■
祝
日
の
ご
み
収
集

　
１
月
14
日
㈪
㈷
成
人
の
日
は
、

当
該
対
象
地
区
の
も
や
す
ご
み
、

古
紙
・
古
布
の
収
集
を
行
い
ま
す
。

８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ
た
場

所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　
収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
必
ず
確
認

の
う
え
お
出
し
く
だ
さ
い
。

■
降
雪
時
の
ご
み
収
集

　
積
雪
な
ど
で

通
行
止
め
に
な
ら

な
い
限
り
原
則
と

し
て
収
集
を
通
常
通
り

行
い
ま
す
が
、
収
集
時
間
が
平
常
時

よ
り
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
了
承
願
い
ま
す
。

　
ご
み
を
出
す
際
に
は
転
倒
な
ど
し

な
い
よ
う
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
身
に
危
険
を
感
じ
る
際
は
、

無
理
を
せ
ず
次
回
収
集
日
に
出
す
な

ど
安
全
確
保
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　
☎
（66）
５
３
５
３

４
月
か
ら
の
交
通
安
全

指
導
員
を
募
集
し
ま
す

　
新
一
年
生
が
安
全
に
登
校
で
き

る
よ
う
指
導
・
見
守
り
し
て
い
た

だ
け
る
方
の
応
募
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

募
集
校
区
　
南
小
、
大
平
山
小
、

　
緑
丘
小
、
鶴
見
小
、
石
垣
小
、

　
別
府
中
央
小
校
区

報
酬
　
８
万
２
千
円
（
年
額
）

指 

導
時
間
　
授
業
日
の
７
時
30
分

～
８
時
30
分
（
約
1
時
間
）

内 

容
　
小
学
校
付
近
の
交
差
点
な

ど
で
、
子
ど
も

　
た
ち
へ
の

　
交
通
安
全

　
指
導
を
し
て

　
い
た
だ
き
ま
す
。

※
経
験
、
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

応
募
方
法
　�
１
月
25
日
㈮
ま
で
に

左
記
へ
。

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎
（21）
２
２
５
５

農
地
農
業
相
談

日
時
　
１
月
17
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
市
役
所
４
階
農
業
委
員
会
室

内
容
　
農
地
、
農
業
に

　
　
　
関
す
る
相
談
な
ど

相
談
員
　
農
業
委
員

問

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
☎
（21）
１
１
７
８

身
近
な
人
権
講
座

日
時
　
１
月
28
日
㈪

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場 

所
　
中
部
地
区
公
民
館

　
　
　（
南
須
賀
）

テ
ー
マ
　�

う
つ
地
獄
か
ら
帰
っ
て

き
た
！

講
師
　
大
分
県
人
権
・
同
和
対
策
課

　
　
　
主
査
　
安
倍
誠
さ
ん

問

　
社
会
教
育
課

　
　
☎
（21）
１
５
８
７

　
　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
☎
（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
の
講
座

場
所
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　（
石
垣
東
10
丁
目
７
番
５
号
）

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時
　
１
月
18
日
㈮

　
　
　
10
時
～
12
時

テ
ー
マ
　
い
き
な
り
だ
ん
ご
づ
く
り

講
師
　
矢
野
え
い
子
さ
ん

負
担
金
　
250
円
（
材
料
費
）

定
員
　
15
人
（
先
着
順
）

◆
人
権
８
課
題
講
座

日
時
　
１
月
24
日
㈭

　
　
　
10
時
～
12
時

テ
ー
マ
　
外
国
人
の
人
権
問
題

講
師
　
呉オ�

英ヨ

ン

イ義
さ
ん

申

問

　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
　
☎
（21）
１
２
９
１

　
　
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
☎
（23）
６
１
６
３

人
権
相
談

　
部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と
し

た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
相
談

を
電
話
や
面
接
で
お
受
け
し
ま
す

（
面
接
は
要
予
約
）。

日
時
　
毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　
９
時
～
16
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場
所
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　（
石
垣
東
10
丁
目
７
番
５
号
）

相
談
専
用
電
話
　
☎
（23）
６
１
６
３

©Team Beppyon
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婦
人
相
談
員
募
集

職
種
　
婦
人
相
談
員
（
非
常
勤
職
員
）

勤 

務
場
所
　
別
府
市
男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

業 

務
内
容
　
夫
な
ど
か
ら
の
暴
力

な
ど
の
面
接
相
談
及
び
電
話
相

談
対
応

勤 

務
形
態　

1
日
７
時
間
45
分
勤
務

　
　
　
　
　（
月
16
日
勤
務
）

報 

酬
　
月
額
16
万
円
（
社
会
保

険
・
雇
用
保
険
・
労
災
保
険
適

用
、
通
勤
報
酬
あ
り（
条
件
有
）、

年
次
有
給
休
暇
あ
り
）

任
用
期
間

　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
～

　
２
０
２
０
年
３
月
31
日

応 

募
資
格
　
女
性
及
び
家
庭
に
関

す
る
相
談
業
務
経
験
１
年
以
上

の
人

採 
用
人
数
　
１
人

選
考
方
法
　
書
類
審
査
及
び
面
接

申
込
期
限
　
１
月
31
日
㈭

申 

込
方
法
　
履
歴
書
（
写
真
付
）

を
左
記
へ
提
出
（
郵
送
可
）。

※�

詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

申�

問

　
自
治
振
興
課

　
男
女
共
同
参
画
推
進
室

　
〒
８
７
４
の
０
９
０
３

　�

別
府
市
大
字
別
府
字
野
口
原

３
０
３
０
番
地
１
６

　
☎
（21）
８
２
８
９

平成 30 年 12 月から温泉掘削の規制地域が変わりました
　温泉をゆう出させる目的で土地を掘削するときには、温泉法の規定に基づき、大分県知事の許可が必要です。

許可にあたっては、大分県環境審議会温泉部会の意見を聞くこととしており、温泉部会では温泉資源の保護と

適正利用の観点から保護地域（掘削規制）を設けています。

　平成 30年 12 月から別府市内の保護地域は次のとおり変わりました

のでお知らせします。

問　県生活環境部自然保護推進室　☎０９７－５０６－３０２５

　　県東部保健所　☎６７－２５１１

別府市保護地域（新規に掘削するときは既設泉から 100 ｍ以内は認めない）

京町、弓ケ浜町、上野口町、天満町、幸町、富士見町、西野口町、上田の湯

町、光町、中島町、青山町、山の手町、上原町、原町、朝見一～三丁目、大

字別府字丸尾、字一ノ出、字雲泉寺、字乙原、字野口原及び字船原、上人ケ

浜町、上人本町、上人仲町、照波園町、平田町、亀川浜田町、古市町、若草

町、餅ケ浜町、新港町、船小路町、汐見町、大字亀川、大字内竈、大字北石垣、

大字南石垣、大字鉄輪、大字南立石、大字野田、大字東山字鶴見嶽、字鳥居、

字片山、字横尾、字奥ヶ畑、字川上堺、字城島原ノ上水口、字瀬戸、字松ヶ

台、字日向嶽及び字由布嶽、大字南畑字猫ケ岩中野及び字十文字原、大字鶴見、

石垣東一～十丁目並びに石垣西一～十丁目のうち別府市南部特別保護地域及

び別府市北部特別保護地域以外の区域

別 府 市 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー

　別府市では、障がい者に係る専門的な相談業務を行う「基幹

相談支援センター」を設置しています。センターでは、障がい

の種別（身体、知的、精神）を問わず総合的な相談業務を行います。

センターの詳細については、市ホームページをご覧いただくか、

下記事業所または障害福祉課までお問い合わせください。

問　障害福祉課　☎２１－１４１３　FAX２２－１７８０

財
政
状
況
の
公
表

別
杵
速
見
広
域
圏
　

事
務
組
合

　
平
成
30
年
度
４
月
～
９
月
期
の

財
政
状
況
及
び
平
成
29
年
度
決
算

状
況
を
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
て
い
ま
す
。

HPh
ttp
://w
w
w
.

　
　
　
　
　

　�b
e
k
k
ih
a
y
a
m
i-o
ita
.jp
/

問�

　
別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村

圏
事
務
組
合
　
☎
(21)
１
１
２
６

名　　称 電話番号 FAX 番号

 農協共済別府リハビリテーションセンター

 障害者生活支援センター
６７－１８９７ ２７－８６６８

 障害者相談支援センター　たいよう ６６－１６７４ ６７－０４５３

 相談支援事業所　ぱれっと ２５－９７５８ ２４－８５０４

 障がい者地域生活支援センター　泉 ２５－３４４３ ２５－９６６９

普
通
救
命
講
習

日
時
　
１
月
20
日
㈰
　
９
時
～
12
時

場
所
　
消
防
本
部
４
階
第
１
会
議
室

内
容
　�

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
取

扱
い
、
止
血
法
な
ど

※
事
前
の
申
込
は
不
要
で
す
。

※�

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

問

　
消
防
本
部
警
防
課

　
　
☎
（25）
１
１
２
４

改正後の保護地域

特別保護地域（変更なし）
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市
営
温
泉
の
衛
生
管
理

に
つ
い
て

　
先
般
の
永
石
温
泉
の
営
業
自
粛

に
つ
い
て
は
、
市
営
温
泉
だ
け
で

は
な
く
、
別
府
温
泉
全
体
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
事
案
で
あ

り
ま
し
た
こ
と
を
非
常
に
重
く
受

け
止
め
て
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
皆
さ
ま
に
安
心
し

て
市
営
温
泉
を
ご
利
用
い
た
だ
け

る
よ
う
、
関
係
法
令
な
ど
の
遵
守

に
加
え
、
法
令
な
ど
で
定
め
る
基

準
以
上
の
対
応
、
及
び
市
営
温
泉

モ
ニ
タ
ー
制
度
の
導
入
な
ど
、
衛

生
管
理
体
制
の
強
化
を
行
い
、
再

発
防
止
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

引
き
続
き
、
市
営
温
泉
の
ご
利
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
温
泉
課
　
☎
（21）
１
１
２
９

消
防
団
員
募
集

対
象
　
別
府
市
に
居
住
す
る
18
歳

　
　
　
以
上
の
人

身
分
・
処
遇
な
ど

・
特
別
職
の
地
方
公
務
員
と
し
て

　
活
動
し
、
年
報
酬
や
各
種
手
当

　
を
支
給

・
５
年
以
上
勤
務
し
退
団
し
た
場

　
合
、
退
職
報
償
金
を
支
給

・
消
防
団
活
動
に
必
要
な
被
服
等

　
の
支
給
（
活
動
服
・
ア
ポ
ロ

　
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
）

・
消
防
団
活
動
中
の
負
傷
や
事
故

　
に
対
し
て
の
補
償

・
職
務
に
あ
た
っ
て
功
労
・
功
績

　
が
あ
っ
た
場
合
の
表
彰

問

　
消
防
本
部
庶
務
課

　
　
☎
（25）
１
１
２
３

子
ど
も
読
書
活
動
応
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会

日
時
　
１
月
26
日
㈯

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
別
府
市
公
会
堂
（
上
田
の
湯
町
）

内 

容
　
実
践
発
表
、作
戦
会
議「
子

ど
も
と
本
を
、
ど
う
つ
な
ぐ
？
」

�

申
込
方
法
　
事
前
に
電
話
で
左
記

　
　
　
　
　
へ
申
込
み
。

※
託
児
（
無
料
）
あ
り
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

申

問

　
社
会
教
育
課

　
　
　
☎
（21）
１
５
８
７

少
年
自
然
の
家
「
お
じ
か
」

に
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か

　
１
月
４
日
㈮
か
ら
別
府
市
内
の

団
体
の
予
約
受
付
を
開
始
し
ま

す
。

対
象
　
別
府
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
中
学
生
以
下
の
団
体
と
指
導
者

大
分
県
知
事
・

大
分
県
議
会
議
員
選
挙

投
票
日
　
４
月
７
日
㈰

告
示
日
　
知
事
　
３
月
21
日
㈭
㈷

　
　
　
　
県
議
　
３
月
29
日
㈮

　
こ
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
人
は
、

平
成
13
年
４
月
８
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、
平
成
30
年
12
月
28
日

ま
で
に
別
府
市
に
転
入
の
届
出
を

し
て
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
別

府
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人
で

す
。

※�

平
成
30
年
12
月
７
日
以
降
、
市

外
に
転
出
し
た
人
で
、
引
き
続

き
大
分
県
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、

別
府
市
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

※�

投
票
ま
で
に
県
外
に
転
出
す
る

と
、
別
府
市
で
は
投
票
で
き
ま

せ
ん
。

別
府
市
長
・

別
府
市
議
会
議
員
選
挙

投
票
日
　
４
月
21
日
㈰

告
示
日
　
市
長
・
市
議
と
も

　
　
　
　
４
月
14
日
㈰

　
こ
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
人
は
、

平
成
13
年
４
月
22
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、
平
成
31
年
１
月
13
日

ま
で
に
別
府
市
に
転
入
の
届
出
を

し
て
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
別

府
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人
で

す
。

※�

投
票
ま
で
に

　
市
外
に
転
出

　
す
る
と
、

　
別
府
市
で
は

　
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

問

　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　

　
　
☎
（21）
１
５
６
４

統
一
地
方
選
挙
の
投
票
日
が
決
ま
り
ま
し
た

利
用
人
数
　
15
人
か
ら
100
人
程
度

※
日
帰
り
利
用
の
場
合
は
制
限
な
し
。

料
金
　
大
人
１
人
１
泊
100
円
（
中

　
学
生
以
下
は
無
料
）、
食
事
・

　
シ
ー
ツ
代
な
ど
は
実
費

※
日
帰
り
利
用
は
半
額
。

�

申 

込
方
法
　
利
用
日
の
１
か
月
以

上
前
ま
で
に
左
記
へ
申
込
み
。

※�

６
月
～
８
月
は
飯
ご
う
炊
さ
ん

の
体
験
も
可
能
で
す
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問

　
少
年
自
然
の
家
お
じ
か

　
　
　
☎
（25）
４
９
５
１

政治家が選挙区内の人に、お金や物

を贈ることは公職選挙法で禁止され

ています。また、有権者が政治家に

寄附や贈り物を求めることも禁止さ

れています。

別府市ファミリー・サポート・センター
第３回まかせて会員養成講習会・再講習会（２日間）

日時　２月 26 日（火）　９時 20 分～12 時 30 分

　　　２月 27 日（水）　９時 20 分～12 時 50 分

対象　市内在住、20 歳以上の人

※２日間受講が必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。

※下記へお申し込みください。

場所・申 問　ファミリー・サポート・センター（ほっぺパーク内（荘園））

　☎２７－１１８９　９時～ 17 時 30 分（月曜日、祝日の翌日休館）


